
公益財団法人栃木県スポーツ協会とちぎスポーツ医科学センター倫理審査委員会設置規程 

 

１ 設置 

  公益財団法人栃木県スポーツ協会（以下「協会」という。）とちぎスポーツ医科学センター（以下「医科学

センター」という。）において行われる検査において、医療的行為を含むスポーツ医科学に係る調査研究の

適切な推進を図るために、倫理審査委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

２ 委員会の職務 

 （１）委員会は、医科学センターにおいて行われるスポーツ医科学に係る調査研究について、科学的な立

場及び倫理的な立場から審査し、指導を行う。 

 （２）委員会の委員は、職務上知り得た情報を正当な理由なく漏らしてはならない。その職を退いた後も同

様とする。  

 

３ 組織 

(1) 委員会は、次の各号に掲げる委員で構成され、かつ、男女両性で構成されなければならない。 

① 協会理事のうちから１名 

② 医科学センターの博士もしくは修士を有する職員のうちから３名 

③ 医師もしくは医学・医療の専門家１名 

④ 医科学センター職員以外の倫理・法律を含む人文・社会科学分野の学識経験者１名 

⑤ 医科学センター職員以外の有識者１名 

⑥ その他参加の必要が認められる者若干名 

(2) 委員会に委員長を置き、協会理事長が指名する。 

(3) 委員長は副委員長を指名する。副委員長は、委員長の補佐を行うとともに、委員長が他の職務により

委員長職を行えない場合、若しくは事故ある時はその代理を務める。 

(4) 第１号に規定する委員は協会理事長が指名し、第２号に規定する委員は医科学センター長（以下「セ

ンター長」という。）が指名する。同項第３号から第６号に規定する委員は、協会理事長が委嘱する。 

(5) 委員の任期は当該年度の１年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の委員の任

期は、前任者の残任期間とする。 

 

４ 会議 

(1) 委員会は協会理事長が招集する。 

(2) 委員会は委員長が議長となるとともに、会務を総括する。 

(3) 調査研究に携わる者は、調査研究計画書を作成し委員会に提出する。なお、必要があれば、会議に

出席し内容を説明することができる。 

(4) 委員会は、委員の３分の２以上が出席し、かつ、前条第１項第４号又は第５号の委員が１名以上出席

しなければならない。ただし、書面もしくはオンライン会議による審査を行った場合は、出席とみなすこ

とができる。 

(5) 審査対象となる研究に関連する委員は、当該の研究の審査に関与してはならない。ただし、委員会

の求めに応じて、会議に出席し、説明することができる。 

(6) 次の号に掲げる事項の審査については、委員長の判断により、委員長が指名する委員による迅速審

査手続きによる審査にゆだねることができる。ただし、委員長は、迅速審査の結果について、その審

査を行った以外の全ての委員に報告しなければならない。 

① 審査に急を要し、かつ事例に基づいて審査結果が明確に推定できる研究の審査。 

② 使用するデータが既に得られており、調査研究を目的としたデータを新たに収集してはいない。 



   ③ 既に委員会において承認されている調査研究に関する軽微な変更の審査。 

 

５ 情報公開 

  委員会委員の名簿は公開する。公開方法は、医科学センターホームページへの掲載等とする。 

 

５ 事務局 

  委員会の事務局は、医科学センターに置き、協会事業課が所管する。 

 

６ その他 

  この規程に定めるもののほか、委員会の会議運営上必要な事項については、委員会において定める。 

 

  附則 

  この要領は、令和 5年４月 30日から適用する。 

  この要領は、令和 6年６月 16日に一部改訂。 


